
2024.9.19 鳥取市青谷町地域生活交通協議会

鳥取市青谷町総合支所産業建設課



１ 共助交通とは

⑴ 共助とは（防災で例えると…）

出展：2023.6.16 鳥取市湖南地区勉強会（株式会社イミカ 原田博一）
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⑵ 共助交通とは

共助交通

出展：2023.6.16 鳥取市湖南地区勉強会（株式会社イミカ 原田博一）
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⑶ 共助交通の法的な位置づけ

出展：2023.6.16 鳥取市湖南地区勉強会（株式会社イミカ 原田博一）
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⑷ 無償とは

出展：2019.6.21 がんばる地域応援プロジェクト2019年度第1回勉強会 道路運送法の基礎知識について（関東運輸局自動車交通部旅客第一課）
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⑸ 公共交通空白地有償運送とは…鳥取市が推進

○十分な輸送サービスが確保できない場合、実費かつ営利とは認められない範囲内で

行う輸送サービス
※当該地域のタクシーの運賃の概ね1/2の範囲内+迎車・待機料金等の実費

国が見直しを検討中!!

○道路運送法に基づく国土交通省への登録が必要

○運行主体となれるのは、NPO、地方自治法に規定する認可地縁団体（町内会・自治

会が不動産登記等を行うために法人化の認可を受けた団体）、営利を目的としない

法人格を有しない社団であって代表者の定めがあるもの など

○自家用自動車による有償運送が可能

○２種免許がなくても、講習を請ければ運転可能

○対人8,000万円、対物200万円以上の任意保険の加入が必要

○利用者は事前の会員登録が必要
※市長が認める場合は、来訪者等登録がない者も利用可能

参考：地域主体による生活交通の導入・確保マニュアル（平成２８年３月 広島市） -5-



２ 共助交通に対する市の支援制度
鳥取市交通空白地有償運送者支援事業費補助金
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３ 運行開始までの基本的な流れと実施内容

実施内容取組の流れ

○導入に向けた検討
○住民アンケートの実施（ニーズ把握）
○取組実施の判断

Step１ 事前相談
⑴生活交通確保の発意・検討
⑵住民アンケートの実施

⇒生活交通確保の取組実施の判断

○運行主体の設立
○運行計画の作成
○関係機関との調整等

Step２ 運行計画作成
⑴運行主体の設立・運営
⑵運行計画の作成

○試験輸送の準備・周知
○住民アンケートの実施（ニーズ把握）
○利用促進策の検討・実施
○運行結果の分析、本格運行の判断
○運行計画の改善

Step３ 試験運行の実施
⑴試験運行の準備・周知
⑵試験運行の実施
⑶試験運行結果の分析

⇒本格運行の判断
⑷運行計画の改善

○鳥取市生活交通会議等での説明、運輸支局への手続き
○地域住民への周知
○利用促進策・資金確保策の検討、実施
○住民アンケートの実施（ニーズ調査）
○運行結果の分析
○運行計画の改善

Step４ 本格運行
⑴本格運行の準備（手続き含む）・周知
⑵利用促進・資金確保
⑶本格運行の実施
⑸本格運行結果の分析
⑹運行計画の改善

参考：地域主体による生活交通の導入・確保マニュアル（平成２８年３月 広島市） -7-


